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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づき研究を実施するに当たり 

留意すべき事項について（周知依頼） 

 

 

 

 

平素より，本会の事業推進にご協力を賜りまして，誠にありがとうございます． 

さて，厚生労働省医政局研究開発振興課から本会宛に「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づき研究を実

施するに当たり留意すべき事項についての依頼がありました．  

つきましては，ご多用とは存じますが，何卒，貴会会員にご周知の程をお願い申し上げます． 

 

関連のURLは， 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/index.html 

 

です． 

 

なお詳細は，厚生労働省医政局研究開発振興課再生医療等研究推進室再生医療等研究係（03－3595－2430担当：田岡氏）

にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます． 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本医学会 電話：03-3946-2121（内4260） 

（担当 髙橋） 

 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/index.html


日本医学会御中

標記について、別添のとおり都道府県衛生主管部(局)、保健所設置市、特別区及び地方厚

生(支)局宛て通知しておりますのでお知らせします。

「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づき

研究を実施するに当たり留意すべき事項について
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「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26年文部科学省・厚生労働省告

示第3号。以下「統合指針」という。)については、臨床研究に係る不正事案の発生等を踏

まえ、研究機関と製薬企業間の透明性確保及びデータ改ざん防止体制の構築の観点から、

従来の「臨床研究に関する倫理指針」(平成20年厚生労働省告示第415号)の規定に加え、

利益相反の管理、モニタリング及び監査の実施に係る規定等を新たに追加し、平成27年4

月1日に施行されたところです(モニタリング及び監査の実施については伺年10月1日施

行予定。)。

再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号。以下W却という。)

に基づき実施される再生医療等については、研究として実施される場合であっても統合指

針の対象外とされているところですが、統合指針に追加された規定については、再生医療

等においても留意されることが望ましいと考えられるところです。

つきましては、法に基づき再生医療等に関する研究を実施するに当たっては、統合指針

において新たに追加された下記の事項についても留意していただくよう、貴管内医療機関

及び関係機関等に対し、周知をお願いします。

医政研発四15 第 1 号

平成 27年9月15日

「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づき

研究を実施するに当たり留意すべき事項について

1 利益相反の管理

(1)研究者等は、研究を実施するときは、個人の収益等、当該研究に係る利益相反に
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関する状況について、その状況を研究責任者に報告し、透明性を確保するよう適切

に対応しなけれぱならない。

(2)研究責任者は、医薬品又は医療機器の有効性又は安全性に関する研究等、商業活

動に関連し得る研究を実施する場合には、当該研究に係る利益相反に関する状況を

把握し、研究計画書に記載しなければならない。

(3)研究者等は、(2)の規定により研究計画書に記載された利益相反に関する状況

を、統合指針に規定するインフォームド・コンセントを受ける手続において研究対

象者等に説明しなけれぱならない。

2 モニタリング及び監査の実施について

(1)研究責任者は、研究の信頼性の確保に努めなければならず、侵襲(軽微な侵襲を

除く。)を伴う研究であって介入を伴うものを実施する場合には、研究機関の長の

許可を受けた研究計画書(モニタリング及び監査の実施体制及び実施手順を記載)

に定めるところにより、モニタリング及び必要に応じて監査を実施しなけれぱなら

なし、

(2)研究責任者は、研究機関の長の許可を受けた研究計画書に定めるところにより適

切にモニタリング及び監査が行われるよう、モニタリングに従事する者及び監査に

従事する者に対して必要な指導・管理を行わなけれぱならない。

(3)研究責任者は、監査の対象となる研究の実施に携わる者及びそのモニタリングに

従事する者に、監査を行わせてはならない。

(4)モニタリングに従事する者は、当該モニタリングの結果を研究責任者に報告しな

けれぱならない。また、監査に従事する者は、当該監査の結果を研究責任者及び研

究機関の長に報告しなけれぱならない。

(5)モニタリングに従事する者及び監査に従事する者は、その業務上知り得た情報を

正当な理由なく漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

(6)研究機関の長は、(1)によるモニタリング及び監査の実施に協力するとともに、

当該実施に必、要な措置を講じなけれぱならない。
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